
 

低公害車導入状況の届出について 

愛知県環境局地球温暖化対策課 

 

 

 

 

 

 

 

１ 届出状況の概要 

○届出事業者数   153事業者 

○導入目標達成事業者数   153事業者（達成事業者率 100％） 

○自動車の種別ごとの低公害車導入台数 

  ・乗用車等（車両総重量 3.5 トン以下）  低公害車台数 35,675台（導入割合 85％） 

  ・ﾊﾞｽ・ﾄﾗｯｸ（車両総重量 12 トン以下）  低公害車台数 16,243台（導入割合 97％） 

  ・ﾊﾞｽ・ﾄﾗｯｸ（車両総重量 12 トン超）    低公害車台数  8,088台（導入割合 97％） 

 

 

 

愛知県では、県民の生活環境の保全等に関する条例第 80 条に基づき、県内で使用

する自動車の台数が乗用車換算で 200 台以上となる事業者（特定自動車使用事業者）

には、一定割合（車両重量に応じて 2～3 割）以上の低公害車を導入するとともに、その

状況について知事へ届け出ることが義務づけられています。 

2024（令和６）年度（2023（令和５）年度末における導入状況）の届出状況は、以下のと

おりです。 



 

２ 導入目標割合ごとの低公害車導入状況 

導入

目標

の 

割合

区分 

事業者数

（目標達

成事業者

数） 

低公害車導入状況 

乗用車等 3.5㌧以下計 
ﾊﾞｽ・ﾄﾗｯｸ 

3.5㌧超 12㌧以下計 
ﾊﾞｽ・ﾄﾗｯｸ 12㌧超計 

総台数 低公害車 
導入 

割合 
総台数 低公害車 

導入 

割合 
総台数 低公害車 

導入 

割合 

30% 

未満 
86 (86) 11,233 9,342 83% 8,052 7,699 96% 8,257 8,008 97% 

30% 67 (67) 30,843 26,333 85% 8,735 8,544 98% 92 80 87% 

計 153 (153) 42,076 35,675 85% 16,787 16,243 97% 8,349 8,088 97% 

※導入目標の割合区分に対する事業者数は、各事業者の低公害車の導入目標をもとに集計した。 

 

３ 導入実績割合ごとの事業者数 

導入実績の割合区分 事業者数 導入実績の割合区分 事業者数 

20%未満 0 60%以上 65％未満 2 

20%以上 25％未満 0 65%以上 70％未満 4 

25%以上 30％未満 0 70%以上 75％未満 1 

30%以上 35％未満 1 75%以上 80％未満 7 

35%以上 40％未満 0 80%以上 85％未満 13 

40%以上 45％未満 0 85%以上 90％未満 21 

45%以上 50％未満 1 90%以上 95％未満 38 

50%以上 55％未満 0 95%以上 100％未満 56 

55%以上 60％未満 0 100% 9 

※導入実績の割合区分に対する事業者数は、各事業者の低公害車導入実績をもとに集計した。 

 



４ 事業の用に供する自動車及び低公害車の種別ごとの台数 

自動車の種別 

①軽自動車

及び乗用車

並びに乗合

自動車及び

貨物自動車

で車両総重

量３．５トン以

下のもの 

②乗合自動

車及び貨物

自動車で車

両総重量３．

５トン超、１２

トン以下のも

の 

③乗合自動

車及び貨物

自動車で車

両総重量１

２トン超のも

の 

合計 

低公害車の種別 

低

公

害

車 

1 燃料電池自動車 118 1 10 129 

2 電気自動車 1,149 64 0 1,213 

3 天然ガス自動車 133 272 3 377 

4 メタノール自動車 0 0 0 0 

5 ハイブリッド自動車 9,701 595 16 10,312 

6 特定ＬＰＧ自動車 328 134 0 462 

7 特定ディーゼル自動車 0 14,340 7,565 21,905 

8 低排出ガスかつ低燃費車 24,246 790 280 25,316 

9 知事が別に定める自動車 0 47 214 261 

 低公害車の台数 35,675 16,243 8,088 60,006 

 低公害車以外の自動車の台数 6,401 544 261 7,206 

 事業の用に供する自動車の台数 42,076 16,787 8,349 67,212 

 

 

 



（参考）低公害車導入状況報告書の概要 

◆ 対象事業者（特定自動車使用事業者） 

県内で使用する自動車の台数が、乗用車換算（車両総重量が 3.5 トン以下を 1台、3.5

トン超 12 トン以下を 2台、12 トン超を 4台として算定）で 200台以上となる事業者 

 

◆ 対象自動車 

事業の用に供する普通自動車、小型自動車、軽自動車（特殊自動車は対象外） 

 

◆ 低公害車の種類 

①燃料電池自動車 ②電気自動車 ③天然ガス自動車 ④メタノール自動車 

⑤ハイブリッド自動車 ⑥特定 LPG自動車 

⑦特定ディーゼル自動車（新長期規制・ポスト新長期規制適合の 3.5 ﾄﾝ超のトラック・バス） 

⑧低排出ガス車（☆、☆☆、☆☆☆、☆☆☆☆、☆☆☆☆☆）かつ低燃費車 
⑨その他知事が定める自動車（新短期規制適合の 3.5 ﾄﾝ超のディーゼルトラック・バス） 

    注）⑥：ディーゼル車から改造したトラック、又はタクシーとして使用する乗用車に限り認定 

⑦：新長期規制（平成 17年排出ガス基準）・ポスト新長期規制（平成 21･22年排出ガス基準）適合のトラック・バス 

⑧：排出ガスが規制基準（平成 12・17 年基準）から一定レベル以上に低減されていると認定された自動車 

⑨：新短期規制（平成 15・16 年排出ガス基準）適合のトラック・バス 

 

◆ 目標となる導入割合 

・ 使用する自動車が全て車両総重量 12 トン以下の場合･･･3割 

・ 使用する自動車が全て車両総重量 12 トン超の場合･････2割 

・ 使用する自動車に車両総重量 12 トン超と 12 トン以下が含まれる場合･･･2～3割 

 

◆ 報告書の作成・提出の手順 

・ 県のホームページの「自動算定シート」の入力表に対象となる全ての自動車の登録番

号、識別記号、車両総重量、使用燃料を入力（車検証から転記）すると、「別紙 低公

害車の種別ごとの台数」（低公害車台数・乗用車換算台数、目標・実績導入割合等）が

自動的に算定・作成 

・ 実績導入割合が目標導入割合に達しない場合は、「別紙 2 今後の対策」を作成 

・ 別途、事業者名等を記入した「報告書」に、上記の別紙（必要に応じて別紙 2 も）を添

付し、主たる事業場の所在地を所管する県事務所（名古屋市内の場合は県庁）へ提出

（電子申請・郵送／毎年度 6月末まで） 

 

県民の生活環境の保全等に関する条例（抄） 

第 80条 事業の用に供する自動車の台数が規則で定める台数以上である事業者（以下「特定自動車

使用事業者」という。）は、当該自動車の台数に対する低公害車の台数の割合（以下「低公害車導

入割合」という。）を規則で定める割合以上としなければならない。 

2 特定自動車使用事業者は、規則で定めるところにより、毎年度、前年度末の低公害車導入割合そ

の他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、低公害車導入割合その他規則で定める事項を公

表するものとする。 

 

 


